
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
の
表
小
学
校
の
項
中
「
四
十
人
」
の
下
に
「
（
第
一
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級
に
あ
つ
て
は
、
三
十

五
人
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条
中
「
に
従
い
」
を
「
を
標
準
と
し
て
」
に
改
め
、
「
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
が
」
の
下
に
「
、
当
該
学
校

の
児
童
又
は
生
徒
の
実
態
を
考
慮
し
て
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
の
同
意
」
を
「
へ
の
届
出
」
に
改
め
、
同
条
中
「
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
「
を
行
つ
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
」
に
、
「
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
意
を
得
た
学
級
編
制
の
変
更
に
つ
い
て
も

、
ま
た
」
を
「
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
届
け
出
た
学
級
編
制
を
変
更
し
た
と
き
も
、
」
に
改
め
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



２

第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
三
項
、
第
八
条
第
一
号
並
び
に
第
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

規
定
す
る
学
級
の
数
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
た
基
準
に
よ
り
算
定
す
る
も

の
と
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
又
は
教
育
課
程
」
を
「
、
教
育
課
程
」
に
改
め
、
「
開
設
さ
れ
る
場
合
」
の
下
に
「
又
は
専
門
的
な

知
識
若
し
く
は
技
能
に
係
る
教
科
等
（
小
学
校
の
教
科
等
に
限
る
。
）
に
関
し
専
門
的
な
指
導
が
行
わ
れ
る
場
合
」
を
加
え

、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
令
で
定
め
る
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
校
の
校
長
及
び
当
該
学
校
を
設
置
す
る
地
方
公

共
団
体
の
教
育
委
員
会
の
意
向
を
踏
ま
え
、
当
該
学
校
に
お
い
て
児
童
又
は
生
徒
の
心
身
の
発
達
に
配
慮
し
個
性
に
応
じ

た
教
育
を
行
う
の
に
必
要
か
つ
十
分
な
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
項
に
規
定
す
る
学
級
の
数
は
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
た
基
準
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
令
で
定
め
る
数
に
つ
い
て
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
校
長
及
び
当
該
学
校
を
設

置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
の
意
向
を
踏
ま
え
、
当
該
事
情
に
対
応
す
る
た
め
必
要
か
つ
十
分
な
も
の
と
な
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
第
二
号
中
「
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
」
を
「
又
は
中
等
教
育
学
校
」
に
改
め
、
「
又
は
聴
覚
障
害
者
で
あ
る

児
童
若
し
く
は
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
」
を
削
り
、
「
又
は
生

徒
」
の
下
に
「
（
障
害
の
あ
る
児
童
又
は
生
徒
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号

を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

障
害
の
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
特
別
の
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
当
該
学
校
に
お
い
て
、
障
害
の

あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
指
導
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
事
情
と
し
て
政

令
で
定
め
る
も
の

第
十
八
条
中
「
第
六
条
及
び
第
十
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に



改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
市
町
村
委
員
会
の
意
見
を
き
い
て
」
を
「
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
実
態
、

当
該
市
町
村
が
設
置
す
る
学
校
の
学
級
編
制
に
係
る
事
情
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
委
員
会
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
意
見
を
十
分

に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

附
則
第
六
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
一
条
中
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す

る
法
律
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
並
び
に
附
則
第
八
項
の
規
定
は
平

成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
等
）



２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
、
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
上
で
義
務
教
育
水
準
の
維
持
向

上
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職

員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
教
育
の

状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
学
校
の
学
級
規
模
及
び
教
職
員
の
配
置
の
適
正
化
に
関
し
、
公
立
の
小
学

校
の
第
二
学
年
か
ら
第
六
学
年
ま
で
及
び
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
に
係
る
学
級
編
制
の
標
準
を

順
次
に
改
定
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
法
制
上
の
措
置
そ

の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

政
府
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
に
必
要
な
安
定
し
た
財
源
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
並
び
に
教
職
員
の
任
免
等
及
び
定
数
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

後
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
、
教
育
上
の
諸
課
題
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
き
め
細
か
な
指
導
の
一
層
の
充

実
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
そ
の
全
般
に
関
し
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の

と
す
る
。

（
児
童
又
は
生
徒
の
実
態
を
考
慮
し
た
学
級
編
制
を
行
う
場
合
に
お
け
る
教
職
員
定
数
に
関
す
る
特
別
の
配
慮
）



５

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
又
は
改
正
後
の
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る

法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
が
当
該
学
校
の
学
級
編

制
を
行
う
に
当
た
り
、
障
害
の
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
特
別
の
指
導
を
必
要
と
す
る
事
情
、
小
学
校
に
お
い
て
専
門

的
な
知
識
又
は
技
能
に
係
る
教
科
等
に
関
し
専
門
的
な
指
導
を
必
要
と
す
る
事
情
、
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地

震
に
係
る
教
職
員
定
数
の
特
別
措
置
を
必
要
と
す
る
事
情
そ
の
他
の
当
該
学
校
の
児
童
又
は
生
徒
の
実
態
を
考
慮
し
て
、
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
（
以
下
「
新
標
準
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
小
学
校
の
第
一
学

年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級
に
係
る
一
学
級
の
児
童
の
数
に
関
し
て
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
た
基
準
に
よ
ら
な
い

こ
と
と
し
た
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
教
職
員
の
定
数
に
関
し
、
教
育
上
特

別
の
配
慮
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
係
る
教
職
員
定
数
の
特
別
措
置
）

６

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
地
域
に
所
在
す
る
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
（
当
該
地

震
後
に
、
被
災
し
た
児
童
又
は
生
徒
が
転
学
し
た
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
被
災
し
た
児
童
又
は

生
徒
に
関
し
、
学
習
に
対
す
る
支
援
を
行
う
こ
と
、
心
身
の
健
康
の
回
復
の
た
め
の
特
別
の
指
導
を
行
う
こ
と
等
が
喫
緊
の



課
題
に
な
っ
て
い
る
事
情
に
鑑
み
、
国
及
び
当
該
学
校
が
所
在
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
学
校
の
教
職
員
の

定
数
に
関
し
、
当
該
事
情
に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
す
る
た
め
必
要
な
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
等
の
規
定
の
適
用
）

７

附
則
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
公
布
の
日
と
さ
れ
た
場
合
は
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
は
、

新
標
準
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
が
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
義
務
教
育
費
国
庫
負

担
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
三
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
の
一
部
改
正
）

８

市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
条
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。



理

由

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
規
模
及
び
教
職
員
の
配
置
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
公
立
の
小
学
校
の
第
一
学
年
に
係
る

学
級
編
制
の
標
準
を
改
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
の
設
置
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
に
関
す
る
都
道
府
県
教
育
委
員

会
の
関
与
の
見
直
し
を
行
う
等
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


